
　市では、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律（財政健全化法）」に基
づき、財政の健全度を示す４つの健全化判断比率と資金不足比率を公表します
（いずれも平成19年度決算見込額から）。各比率の算定方法などについての詳
細は、本庁・財政課へお尋ねいただくか、市のホームページをご覧ください。
　なお、平成20年度決算からは、健全化判断比率のうち１つでも早期健全化
基準などを超えた場合や、資金不足比率が経営健全化基準を超えた場合は、早
期健全化計画などを策定し、早急に財政健全化に向けた取り組みを行わなけれ
ばなりません。

【用語の解説】
●①実質赤字比率…福祉や教育、まちづくりな
どを行う地方公共団体の普通会計に占める赤
字の割合。財政運営の深刻度を示すもの。
●②連結実質赤字比率…地方公共団体のすべて
の会計の赤字と黒字を合算した赤字の割合。
地方公共団体全体としての運営の深刻度を示
すもの。
●③実質公債費比率…収入に対する一般会計な

どの借入金返済額の割合。資金繰りの危険度
を示すもの。

●④将来負担比率…収入に対する一般会計など
の借入金や、将来支払っていく可能性がある
負担などの割合。将来、財政を圧迫する可能
性が高いかどうかを示すもの。

●資金不足比率…公営企業の資金不足額が、そ
の公営企業の事業規模である料金収入に占め
る割合。経営状況の深刻度を示すもの。

【問い合わせ先】本庁・財政課財政係☎㉓1111内線1362 ※【　】内は本市の比率。――％は赤字額がないことを表します。

天草市の財政状況

健全化判断比率・資金不足比率を公表！健全化判断比率・資金不足比率を公表！

　財政の健全度を示す実質赤字比率など４つの「健全化判断比率」は、平
成19年度はいずれも早期健全化基準を下回りました（下表参照）。
　なお、健全化判断比率の対象会計の範囲を５ページに掲載しています。

　各公営企業会計の健全度を示す「資金不足比率」は、平成19年度はい
ずれの公営企業会計も資金不足は生じていないため、該当ありません（下
表参照）。

資金不足比率

□健全化判断比率などの対象会計範囲
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※本市の特別会計には上表のほか、一町田財産区・新合財産区・富津財
産区の３つの特別会計がありますが、これらは市と異なる法人格を持
つため、対象となりません。

歯科診療所特別会計
斎場事業特別会計
国民健康保険特別会計
老人保健医療特別会計
介護保険特別会計
国民健康保険診療施設特別会計

公共下水道事業特別会計
特定環境保全公共下水道事業特別会計
農業集落排水事業特別会計
漁業集落排水事業特別会計
浄化槽市町村整備推進事業特別会計
簡易水道事業特別会計
国民宿舎特別会計
埠頭事業特別会計
病院事業会計
水道事業会計
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天草広域連合
上天草衛生施設組合
上天草・宇城水道企業団
熊本県後期高齢者医療広域連合
熊本県市町村総合事務組合

一
部
事
務
組
合

広
域
連
合
・

㈱リップルランド
㈱くらたけ
㈱プラスファイブ
㈱うしぶか
㈲愛夢里
天長フェリー㈱
天草エアライン㈱
㈶天草下島北部地域観光振興公社
土地開発公社
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公共下水道事業特別会計
特定環境保全公共下水道事業特別会計

農業集落排水事業特別会計
漁業集落排水事業特別会計

浄化槽市町村整備推進事業特別会計
簡易水道事業特別会計
国民宿舎特別会計
埠頭事業特別会計
病院事業会計
水道事業会計
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0％ 経営健全化基準（20.0％）
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1千円
0円
0円

2万6千円
2万円

1,070万7千円
1,486万2千円

6万4千円
14億9,467万5千円
8億6,397万3千円

余剰金

①実質赤字比率 ②連結実質赤字比率 ③実質公債費比率 ④将来負担比率

※【　】内は本市の比率。――％は赤字額がないことを表します。
※連結実質赤字比率の財政再生基準は、平成20・21年度が40％、同22年度が35％、同23年度以降が30％になります。

健全段階
○指標の整備と情報
　開示の徹底

早期健全化段階
○自主的な改善努力
　による財政健全化

再生段階
○国などの関与によ
　る確実な再生

早期健全化基準
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0％
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財政再生基準

【――％】【――％】 【――％】【――％】
【16.2％】【16.2％】 【124.1％】【124.1％】

11.72％11.72％ 16.72％16.72％ 25.0％25.0％ 350.0％350.0％

20.00％20.00％ 40.00％40.00％ 35.0％35.0％ な　しな　し

9億3,970万3千円 43億3,035万6千円

健全化判断比率
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